
参加者の 有無 を確認す る公 募手続に 係る 参加意  

思確認書 の提 出を求め る公 示  

 令和７ 年 12 月 22 日  

   関 東地 方整備局 長  橋本  雅 道  

 次のと おり 、参加意 思確 認書の提 出を 招請しま  

す。  

なお、本 業務 に係る見 積決 定及び契 約締 結は、  

当該業務 に係 る令和８ 年度 予算（暫 定予 算を含む  

。）が成 立し 、予算示 達が なされる こと を条件と  

するもの です 。  

 本案件 は、 「女性の 活躍 推進に向 けた 公共調達  

及び補助 金の 活用に関 する 取組指針 」 (平 成 28 年  

３月 22 日す べ ての女性 が輝 く社会づ くり 本部決  

定）に基 づき 、ワーク ・ラ イフ・バ ラン スを推進  

する企業 とし て関係法 令（ 女性活躍 推進 法、次世  

代育成支 援対 策推進法 、若 者雇用促 進法 ）に基づ  

く認定を 受け た企業及 びそ れに準ず る企 業を評価  

（認定企 業等 を加点） する 対象案件 です 。  

１．当該 招請 の主旨  

  本業 務は 、河川管 理者 及び自治 体の 危機管理  

担当者向 けに 洪水監視 体制 の迅速化 を目 的とし  

て各種水 位計 データや 氾濫 危険箇所 等の 関連情  

報を省力 化・ 効率化（ 抜粋 した情報 を 1 画面で  

監視）し て活 用できる よう 構築した 「関 東管内  

水位表示 シス テム」の 運用 管理及び 保守 点検を  

行うもの であ る。  

  業務 の実 施にあた って は、公物 管理 のシステ  

ムに障害 が発 生した場 合に 迅速に復 旧対 応する  

ための業 務体 制及び技 術力 が必要で ある 。  

  これ らの ことから 、本 業務の遂 行に あたって  

 は、技 術的 要件等を 兼ね 備えてい る特 定の者を  

契約の相 手方 とする契 約手 続を行う 予定 として  



いるが、 当該 特定の者 以外 の者で、 下記 の応募  

要件を満 たし 、本業務 の実 施を希望 する 者の有  

無を確認 する 目的で、 参加 意思確認 書の 提出を  

招請する 公募 を実施す るも のである 。  

  公募 の結 果、応募 者が いない場 合も しくは、  

 ４．の 応募 要件を満 たす と認めら れる 者がいな  

 い場合 にあ っては、 特定 の者との 契約 手続に移  

行する。  

  なお 、４ ．の応募 要件 を満たす と認 められる  

 者がい る場 合にあっ ては 、特定の 者と 当該応募  

者に対し て企 画競争に よる 企画提案 書の 提出を  

要請する 予定 である。  

２．業務 概要  

 (1) 業務名  Ｒ８関 東管 内水位表 示シ ステム運  

用管理業 務  

 (2) 業務内容  ①ク ラウ ドによる シス テム環境  

の整備  

        ②シ ステ ム運用及 び保 守点検  

 (3) 履行期間  令和 ８年 ４月１日 ～令 和９年３  

        月 31 日  

３．業務 目的  

  本業 務は 、河川管 理者 及び自治 体の 危機管理  

担当者向 けに 洪水監視 体制 の迅速化 を目 的とし  

て各種水 位計 データや 氾濫 危険箇所 等の 関連情  

報を省力 化・ 効率化（ 抜粋 した情報 を 1 画面で  

監視）し て活 用できる よう 構築した 「関 東管内  

水位表示 シス テム」の 運用 管理及び 保守 点検を  

行うもの であ る。  

４．参加 者に 求める応 募要 件  

  参加 意思 確認書の 提出 者に対す る要 件は、以  

 下のと おり とする。  

 (1) 基本的要件  



  ①  予算 決算及び 会計 令 (昭和 22 年 勅令第 165 

   号 ） 第 70 条及び第 71 条の規定 に 該当しな い  

   者 であ ること。  

  ②  令 和 07・ 08・ 09 年度国土交 通省 競争参加  

   資 格 (全 省庁統一 資格 )「役務の 提供 等」の  

関東・甲 信越 地域の競 争参 加資格を 有す る  

者である こと 。なお「 競争 参加者の 資格 に  

関する公 示」 (令和７年 ３ 月 31 日付官報 )に  

記載され てい る時期及 び場 所で競争 参加 資  

格の申請 を受 け付ける 。  

  ③  会社 更生法に 基づ き更正手 続開 始の申立  

   て がな されてい る者 又は民事 再生 法に基づ  

   き 再生 手続開始 の申 立てがな され ている者  

   （ 競争 参加資格 に関 する公示 に基 づき②の  

   競 争参 加資格を 継続 する為に 必要 な手続き  

   を おこ なった者 を除 く ｡）でない こ と。  

  ④  関東 地方整備 局長 から指名 停止 を受けて  

   い る期 間中でな いこ と。  

  ⑤  警察 当局から 、暴 力団員が 実質 的に経営  

   を 支配 する者又 はこ れに準ず るも のとして 、  

   国 土交 通省公共 事業 等からの 排除 要請があ  

   り 、当 該状態が 継続 している 者で ないこと 。  

  ⑥  説明 書の交付 を直 接受けた 者で あること 。  

  ⑦  参加 意思確認 書を 提出しよ うと する者の  

   間 に、 以下の基 準の いずれか に該 当する関  

   係 がな いこと。  

   Ⅰ  資 本関係  

     以 下のいず れか に該当す る二 者の場合 。  

    (ア ) 子会社 等（ 会社法（ 平 成 17 年法律  

      第 86 号）第 ２ 条第３号 の２ に規定す  

      る子会社 等を いう。 (イ )に おいて同  

      じ ｡）と親会 社 等（同条 第４ 号の２  



      に規定す る親 会社等を いう 。 (イ )に  

      おいて同 じ ｡)の関係に ある 場合  

    (イ ) 親会社 等を 同じくす る子 会社等同  

      士の関係 にあ る場合  

   Ⅱ  人 的関係  

     以 下のいず れか に該当す る二 者の場合 。  

    ただ し (ア )につい ては、会 社等 (会社法  

    施行 規則（平 成 18 年法務省 令 第 12 号）第  

    ２条 第３項第 ２号 に規定す る会 社等をい  

    う。 以下同じ ｡） の 一方が民 事再 生法  

    （平 成 11 年法律 第 225 号）第 ２条第４ 号  

    に規 定する再 生手 続が存続 中の 会社等又  

    は更 生会社（ 会社 更生法（ 平 成 14 年法律  

    第 154 号）第２ 条 第７項に 規定 する更生  

    会社 をいう。 )で あ る場合を 除く 。  

    (ア ) 一方の 会社 等の役員 （会 社法施行  

      規則第２ 条第 ３項第３ 号に 規定する  

      役員のう ち、 次に掲げ る者 をいう。  

      以下同じ ｡)が 、他方の 会社 等の役員  

      を現に兼 ねて いる場合  

      ⅰ  株式 会社 の取締役 。た だし、次  

       に掲げ る者 を除く。  

       イ  会 社法 第２条 第 11 号 の２に規  

        定す る監 査等委員 会設 置会社に  

        おけ る監 査等委員 であ る取締役  

       ロ  会 社法 第２条 第 12 号 に規定す  

        る指 名委 員会等設 置会 社におけ  

        る取 締役  

       ハ  会 社法 第２条 第 15 号 に規定す  

        る社 外取 締役  

       ニ  会 社法 第 348 条第１ 項に規定  

        する 定款 に別段の 定め がある場  



        合に より 業務を執 行し ないこと  

        とさ れて いる取締 役  

      ⅱ  会社 法 第 402 条に規定 する指名  

       委員会 等設 置会社の 執行 役  

      ⅲ  会社 法 第 575 条第１項 に規定す  

       る持分 会社 （合名会 社、 合資会社  

       又は合 同会 社をいう 。） の社員  

       （同法 第 590 条第１項 に 規定する  

       定款に 別段 の定めが ある 場合によ  

       り業務 を執 行しない こと とされて  

       いる社 員を 除く。 ) 

      ⅳ  組合 の理 事  

      ⅴ  その 他業 務を執行 する 者であっ  

       てⅰか らⅳ までに掲 げる 者に準ず  

       る者  

    (イ ) 一方の 会社 等の役員 が、 他方の会  

      社等の民 事再 生法第 64 条 第 ２項又は  

      会社更生 法 第 67 条第１項 の 規定によ  

      り選任さ れた 管財人（ 以下 単に「管  

      財人」と いう 。）を現 に兼 ねている  

      場合  

    (ウ ) 一方の 会社 等の管財 人が 、他方の  

      会社等の 管財 人を現に 兼ね ている場  

      合  

 (2) 中立性・公平性 に関 する要件  

   中 立・ 公平性を 保つ ための規 定が 社内規定  

  等に 明記 され、社 員等 に周知し 厳格 に運用し  

  てい るこ と。  

(3) 守秘性に関する要 件  

   社 内規 定等にお いて 、守秘義 務の 遵守及び  

  違反 した 場合の規 定が あること 。  

 (4) 業務執行体制に 関す る要件  



  ①  業務 の全部又 は主 たる部分 を第 三者に委  

   任 し、 又は請負 わせ てないこ と。  

  ②  シス テム及び サー バにおい て、 予期せぬ  

   事 態・ 障害が発 生し た場合は 、夜 間及び休  

   日 に関 わらず、 業務 が行える こと 。  

  ③  緊急 時及び障 害発 生時等に 対応 するため 、  

   監 督職 員と主任 技術 者との連 絡が 常に確保  

   で きる 体制を維 持で きること 。  

 (5) 業務実績に関す る要 件  

   下 記に 示される 同種 又は類似 業務 について 、  

  平 成 27 年 度以降参 加意 思確認書 の提 出期限ま  

  でに 完了 した業務 （再 委託によ る業 務の実績  

  は含 まな い）にお いて １件以上 実績 を有して  

  いる こと 。  

   ・ 同種 業務：公 物管 理のシス テム 運用管理 に関

する業務  

   ・ 類似 業務：公 物管 理のシス テム 開発に関 する

業務（同 種を 除く）  

 (6) 配置予定技術者 に関 する要件  

   ①  業 務経験  

     配 置予定主 任技 術者は、 平 成 27 年度以  

    降参 加意思確 認書 の提出期 限ま でに完了  

    した 業務（再 委託 による業 務の 実績は含  

    まな い。）に おい て１件以 上の 実績を有  

    して いなけれ ばな らない。  

    ・同 種業務： 公物 管理のシ ステ ム運用管 理に

関する業 務  

    ・類 似業務： 公物 管理のシ ステ ム開発に 関す

る業務（ 同種 を除く）  

   ②  専 任性  

     手 持ち業務 量が 、５億円 未満 、 10 件未  

    満で あること 。  



５．手続 等  

 (1) 担当部局  

  ①契 約関 係  

   〒 330－ 9724 埼玉県さいたま 市中 央区新  

   都 心２ 番地１  

   さ いた ま新都心 合同 庁舎２号 館 17 階  

   関 東地 方整備局 総務 部契約課 購買 第一係  

   電 話： 048－ 601－ 3151 

  ②技 術関 係（仕様 書等 の照会先 ）  

   〒 330－ 9724 埼玉県さいたま 市中 央区新  

   都 心２ 番地１  

   さ いた ま新都心 合同 庁舎２号 館 16 階  

   関 東地 方整備局 河川 部水災害 予報 センター  

   流 域調 査係  

   電 話： 048-600-1947 

   メ ール アドレス ：  

ktr-mizu-center@mlit.go.jp 

 (2) 説明書の交付期 間、 場所及び 方法  

①交付場 所及 び方法  

    交付 を希望す る者 には、郵 送（ 着払い・  

希望者の 負担 ）又は、 窓口 で紙面で の交 付  

を行う。 郵送 を希望す る者 は、上記 (1)② に  

申し出る こと 。  

    ただ し、電子 デー タでの様 式の 交付を希  

望する場 合は 、予め上 記 (1)②に事前 連絡 を  

行うこと 。  

また、電 子デ ータでの 交付 を希望す る者  

には、電 子メ ールによ り電 子データ を交 付  

するので 、上 記 (1)②に電子 メールに て依 頼  

を行うこ と。  

②窓口で の交 付期間  

令和７ 年 12 月 22 日から 令 和８年１ 月 16 日  

mailto:ktr-mizu-center@mlit.go.jp


までの土 曜日 、日曜日 及び 休日等（ 行政 機  

関の休日 に関 する法律 （昭 和 63 年法律 第 91 

号）第１ 条第 １項に規 定す る行政機 関の 休  

日）を除 く毎 日、９ 時 15 分 から 18 時 00 分  

まで (最終日 は 16 時まで )とする。  

(3) 参加意思確認書の 提出 期限並び に提 出場所  

   及 び方 法  

   提 出期 限：令和 ８年 １月 16 日 (金 )16 時 00 分  

   提 出場 所：上記 (1)② に同じ。  

   提 出方 法：原則 とし て電子メ ール により提  

出するこ と。  

    なお 、押印を 省略 する場合 は「 責任者及  

   び 担当 者」の氏 名及 び連絡先 を参 加意思確  

   認 書に 必ず記載 する こと。  

６．その 他  

 (1) 手続において使 用す る言語及 び通 貨  

   日 本語 及び日本 国通 貨に限る 。  

 (2) 関連情報を入手 する ための照 会窓 口  

   ５ ． (1)に同じ。  

 (3) 当該応募者に対 して 企画競争 によ る企画提  

  案書 の提 出を要請 する 際の提出 予定 期限  

   令 和８ 年２月 12 日 (木 )16 時 00 分  

 (4) 令和 07・ 08・ 09 年度 国土交通 省競 争参加資  

格（全省 庁統 一資格） 「役 務の提供 等」 の関  

東・甲信 越地 域の競争 参加 資格を有 して いな  

い者も５ ． (３ )により参加 意 思確認書 を提 出  

すること がで きるが、 その 者が企画 提案 書の  

提出者と して 選定され た場 合に、企 画提 案書  

を提出す るた めには、 企画 提案書の 提出 期限  

の日にお いて 、当該資 格の 認定を受 けて いな  

ければな らな い。  

(5) 契約締結日及び履行期間開始日は令和８年  



   ４月１日とする。  

   ただし、令和８年４月１日までに令和８年  

   度予算（暫定予算を含む。）が成立しなか  

   った場合は、契約締結日は令和８年４月２  

   日以降、予算が成立した日とする。  

   暫定予算になった場合、予算措置が全額計  

   上されているときは全額の契約とするが、  

   予算措置が全額計上されていないときは全  

   体の契約期間に対する暫定予算の期間分の  

   みの契約とする。  

 (6) 詳細は説明書に よる 。  

７． Summary 

  (1) Subject matter of service : R8 Operat- 

  ion of water level display system insid- 

  e the kanto Regional Development Burean 

  (2) Time-limit to express interests :      

    16:00 16 January 2026 

  (3) Contact point of documentation relati- 

  ng to the proposal : Basin Survey secti- 

  on, Center for Water related Disaster F- 

  orecast, River Department, kanto Region- 

  al Development Burean, Ministry of Land, 

  Infrastruction,Transport and Tourism,2-1  

  Shintoshin Chuoku,Saitama-shi,Saitama-K- 

  en,330-9724, Japan TEL 048-600-1947 

  (4) Contract point for the notice : No.1   

    Purchase Section, Contract Division, Ge- 

    neral Affairs Department, Kanto Regional 

    Department Bureau 


